
川口市介護認定審査会ペーパーレス会議システム　事業者選定方法

１　川口市介護認定審査会ペーパーレス会議システム事業者の選定については、プレゼンテーションの実施により、介護保険課職員５名以上が行うものとする。

２　評価は見積金額およびプレゼンテーションにより行う。
評価項目は次のとおりとする。
（１）見積金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
　　　※最低金額提示者：５点、次点：３点、次々点：１点、それ以下：０点
　　　※個別相談については１回あたりの単価で評価する。
（２）プレゼンテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５
　【内訳】

１）基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・１０／４５
２）資料の見易さ・・・・・・・・・・・・・・・１０／４５
３）管理者機能（操作性）・・・・・・・・・・・・ ５／４５
４）セキュリティ対策・・・・・・・・・・・・・・５／４５
５）サポート体制・・・・・・・・・・・・・・・・５／４５
６）プレゼンテーション・・・・・・・・・・・・１０／４５
３　見積金額及びプレゼンテーション内容の評価合計で、応募事業者の順位を決定するものとする。

・各項目は別紙の参考指標に基づき、１０段階による評価とし、２以下（「劣る」）の評価項目がある場合には、当該応募事業者を選考の対象から除外するものとする。

・評価点の算出は評価ウェイトを設定し、行うものとする。
・応募事業者が１社のみの場合においても、プレゼンテーションは実施する。その際、総評価点が５割以下または著しく点数の低い項目がある場合は、交渉権者とせず、再度応募を行うものとする。

・応募事業者が特別な事情を除き、プレゼンテーション開始時刻までに間に合わない場合であっても、スケジュールの変更は行わないものとする。
４　評価ウェイトを用いた採点とする理由

　　・１）～５）の内容ごとに評価項目数が異なるため、項目数によらず市が重要と考える評価内容の割合が高くなるようウェイトを設定するもの。

　　・評価点の合計（４５点）と見積金額（５点）あわせて５０点となるよう設定。
※プレゼンテーション評価内容の参考指標
１　基本的事項
　・事業実績が複数回あり、仕様書の内容を網羅されていれば１０点
　・事業実績が他提案者より劣っていたり、不明瞭な提案内容であれば１点
２　資料の見易さ
・紙資料を読み込んでいるときと大差ないと期待できる内容であれば１０点
・紙資料の方が良いと思われる内容であれば１点
３　管理者機能（操作性）
・審査会事務局から見て、使いやすいシステムになっていると判断できれば１０点
・プレゼンテーションを聞き、操作が難しいと判断した場合は１点

４　セキュリティ対策
　・参加希望者の個人情報について、適切な取扱い方法となっていれば１０点
　・個人情報の取扱いが一切明確化されていない場合は１点

５　サポート体制
　・適切なサポートが受けられると判断できれば１０点
　・サポート体制が不十分と判断される場合は１点

６　プレゼンテーション
・プレゼンテーションの内容が簡潔かつ明瞭であるか主観的に自由採点

